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『
大
鏡
』
の
学
芸
人 

―
そ
の
描
写
方
法
― 

〔
三
―
②
〕
藤
原
佐
理広

瀬
裕
美
子

一

般

科

『
大
鏡
』
に
お
け
る
藤
原
行
成
は
、
強
運
の
持
ち
主
で
あ
り
、
和
歌
は
不
得
意
だ
が
、
発
想
が
豊
か
で
機
知
に
富
ん
だ
人
物
と
し
て
描
か
れ
て
い
る
［
注
１
］
。
事
実
、
行
成
は
藤
原
道

長
の
側
近
と
し
て
、
昼
夜
問
わ
ず
日
々
煩
瑣
奮
励
し
て
い
る
姿
が
、『
権
記
』
『
御
堂
関
白
記
』
『
小
右
記
』
等
の
古
記
録
上
で
看
取
さ
れ
る
。
同
時
に
行
成
は
、
内
裏
の
額
揮
毫
や
数
多

く
の
書
籍
筆
写
等
、
そ
の
活
躍
は
多
岐
に
渡
り
、
高
名
な
能
筆
家
で
も
あ
っ
た
。
し
か
し
、
こ
れ
に
つ
い
て
、『
大
鏡
』
で
は
「
今
の
侍
従
大
納
言
行
成
卿
、
世
の
手
書
き
と
の
の
し
り

た
ま
ふ
は
」〈
伊
尹
伝
〉
と
あ
る
の
み
で
、
書
に
関
し
て
言
及
す
る
こ
と
は
な
い
。
そ
こ
で
、
行
成
と
同
じ
く
三
蹟
と
称
さ
れ
た
藤
原
佐
理
は
、『
大
鏡
』
に
お
い
て
ど
の
よ
う
に
描
写
さ

れ
て
い
る
の
か
、
以
下
検
討
し
て
み
た
い
。

キ
ー
ワ
ー
ド 

:  

中
古
文
学
、
歴
史
物
語
、
藤
原
佐
理
、
藤
原
行
成

一

藤
原
佐
理

『
公
卿
補
任
』
に
よ
る
と
、
藤
原
佐
理
は
摂
政
太
政
大
臣
藤
原
実
頼
の
孫
、
藤
原
敦
敏

と
藤
原
元
名
女
と
の
長
男
と
し
て
誕
生
。
天
徳
五
（
九
六
一
）
年
正
月
七
日
に
十
八
歳
で

従
五
位
下
と
な
り
、
同
年
十
月
十
三
日
侍
従
、
康
保
三
（
九
六
六
）
年
正
月
二
十
七
日
二

十
三
歳
で
右
少
将
、
康
保
四
（
九
六
七
）
年
正
月
二
十
日
近
江
介
、
同
年
十
月
十
七
日
従

五
位
上
、
安
和
元
（
九
六
八
）
年
十
一
月
二
十
三
日
正
五
位
下
、
安
和
二
（
九
六
九
）
年

九
月
二
日
五
位
蔵
人
、
同
十
月
十
九
日
右
中
弁
、
天
禄
元
（
九
七
〇
）
年
十
一
月
二
十
日

二
十
七
歳
で
従
四
位
下
、
天
禄
二
（
九
七
二
）
年
十
二
月
十
五
日
左
中
弁
、
天
禄
三
（
九

七
三
）
年
四
月
二
十
八
日
内
蔵
頭
、
天
延
三
（
九
七
五
）
年
正
月
七
日
従
四
位
上
、
同
年

十
月
五
日
紀
伊
守
、
内
裏
の
額
を
書
い
た
こ
と
に
よ
る
功
績
を
讃
え
て
貞
元
二
（
九
七
七
）

年
八
月
二
日
に
正
四
位
下
と
な
っ
て
い
る
。

以
上
の
よ
う
に
見
て
み
る
と
、
確
実
に
位
階
を
高
め
て
お
り
、
順
風
満
帆
な
人
生
の
よ

う
に
見
え
る
が
、
実
情
は
違
う
よ
う
で
あ
る
。
以
降
、
天
元
二
（
九
七
九
）
年
讃
岐
守
、

天
元
五
（
九
八
二
）
年
伊
予
権
守
、
天
元
六
（
九
八
三
）
年
勘
解
由
長
官
、
永
観
二
（
九

八
四
）
年
美
作
守
、
書
殿
門
額
賞
に
よ
り
従
三
位
と
な
り
、
正
暦
二
（
九
九
一
）
年
大
宰

大
弐
、
皇
后
宮
権
大
夫
、
正
暦
四
（
九
九
三
）
年
は
正
三
位
と
昇
進
し
て
い
る
。
し
か
し
、

正
暦
五
（
九
九
四
）
年
宇
佐
八
幡
の
神
人
と
乱
闘
騒
ぎ
を
起
こ
し
訴
訟
さ
れ
た
後
、
こ
の

審
議
は
越
年
し
、
長
徳
元
（
九
九
五
）
年
十
月
十
八
日
に
大
宰
大
弐
を
解
任
さ
れ
る
。
こ

の
時
の
佐
理
大
弐
解
任
に
つ
い
て
は
、『
日
本
紀
略
』〈
正
暦
五
年
十
月
二
十
三
日
条
〉〈
長

徳
元
年
十
月
十
八
日
条
〉、『
本
朝
文
粋
』〈
六

奏
上
中
申
官
爵
〉、『
権
記
』〈
長
徳
元
年
九

月
二
十
八
日
条
、
同
年
十
月
十
八
日
条
〉
に
も
記
さ
れ
て
お
り
、
人
々
の
関
心
事
で
あ
っ

た
こ
と
が
窺
え
る
。
京
に
戻
っ
た
佐
理
は
、
長
徳
三
（
九
九
七
）
年
に
な
り
、
や
っ
と
朝

参
が
許
さ
れ
た
が
、
翌
年
長
徳
四
（
九
九
八
）
年
七
月
、
五
十
五
歳
で
薨
じ
た
。

天
禄
元
（
九
七
〇
）
年
に
は
摂
政
太
政
大
臣
で
あ
っ
た
祖
父
実
頼
が
、
永
祚
元
（
九
八

九
）
年
に
は
太
政
大
臣
で
あ
っ
た
叔
父
の
頼
忠
が
亡
く
な
っ
た
。
小
野
宮
流
の
後
ろ
盾
を

な
く
し
た
佐
理
は
、
以
降
、
師
輔
の
九
条
流
が
主
流
と
な
っ
て
い
く
中
、
常
に
傍
流
に
身

を
置
く
こ
と
に
な
る
。
そ
し
て
、
晩
年
は
宇
佐
八
幡
騒
動
に
よ
り
大
宰
大
弐
解
職
の
憂
目

に
遭
い
、
後
々
朝
参
は
認
め
ら
れ
た
も
の
の
、
そ
の
翌
年
に
薨
じ
る
と
い
う
、
名
門
小
野

宮
家
に
生
ま
れ
、
世
が
世
な
ら
一
の
人
と
も
な
り
得
た
佐
理
に
と
っ
て
、
寂
し
い
晩
年
で

あ
っ
た
。
こ
の
こ
と
に
つ
い
て
、
春
名
好
重
氏
［
注
２
］

は
、
天
禄
元
（
九
七
〇
）
年
祖
父
実
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頼
の
没
後
は
大
き
な
後
見
を
失
っ
た
た
め
た
ち
ま
ち
逆
境
に
な
り
、
「
佐
理
の
前
半
生
は
、

早
く
父
を
失
っ
た
こ
と
を
別
に
す
る
と
、
だ
い
た
い
幸
福
で
あ
っ
た
ら
し
い
が
、
後
半
生

は
だ
い
た
い
不
幸
で
あ
っ
た
」
と
指
摘
さ
れ
て
い
る
。

二

『
大
鏡
』
に
お
け
る
藤
原
佐
理

『
大
鏡
』
で
は
、
数
多
く
の
長
短
様
々
な
逸
話
が
収
載
さ
れ
て
い
る
。
特
に
菅
原
道
真

左
遷
に
関
す
る
逸
話
は
『
大
鏡
』
の
中
で
も
縷
述
さ
れ
て
お
り
、
作
者
の
興
味
関
心
が
窺

え
る
。
『
大
鏡
』
〈
実
頼
伝
〉
に
注
目
す
る
と
、
立
伝
さ
れ
て
い
る
藤
原
実
頼
や
、
小
野
宮

流
を
代
表
し
賢
人
右
府
と
称
さ
れ
た
『
小
右
記
』
の
著
者
藤
原
実
資
を
差
し
置
い
て
、
佐

理
の
逸
話
が
倍
以
上
の
長
さ
で
記
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
気
付
く
。
こ
の
よ
う
に
作
者
の
嘱

目
す
る
と
こ
ろ
と
な
っ
て
い
る
佐
理
の
逸
話
に
つ
い
て
、『
大
鏡
』
で
は
、
ど
の
よ
う
に
扱

わ
れ
て
い
る
の
か
、
以
下
確
認
し
て
み
た
い
。

①
敦
敏
の
少
将
の
子
な
り
、
佐
理
の
大
弐
、
世
の
手
書
き
の
上
手
。
任
果
て
て
上
ら
れ

け
る
に
、
伊
予
国
の
前
な
る
泊
に
て
、
日
い
み
じ
う
荒
れ
、
海
の
面
悪
し
く
て
、
風

恐
ろ
し
く
吹
き
な
ど
す
る
を
、
少
し
直
り
て
出
で
む
と
し
た
ま
へ
ば
、
ま
た
同
じ
や

う
に
な
り
ぬ
。
～
中
略
～
『
い
か
な
る
事
に
か
』
と
畏
れ
た
ま
ひ
け
る
夢
に
見
え
た

ま
ひ
け
る
や
う
、
い
み
じ
う
気
高
き
さ
ま
し
た
る
男
の
お
は
し
て
、『
こ
の
、
日
の
荒

れ
て
、
日
ご
ろ
こ
こ
に
経
た
ま
ふ
は
、
己
れ
が
し
侍
る
事
な
り
。
よ
ろ
づ
の
社
に
額

の
懸
り
た
る
に
、
己
れ
が
許
に
し
も
無
き
が
悪
し
け
れ
ば
、
懸
け
む
と
思
ふ
に
、
な

べ
て
の
手
し
て
書
か
せ
む
が
わ
ろ
く
侍
れ
ば
、
汝
に
書
か
せ
奉
ら
む
と
思
ふ
に
よ
り
、

「
こ
の
折
な
ら
で
は
い
つ
か
は
」
と
て
、
止
め
奉
り
た
る
な
り
』
と
の
た
ま
ふ
に
、

『
誰
と
か
申
す
』
と
問
ひ
申
し
た
ま
へ
ば
、『
こ
の
浦
の
三
島
に
侍
る
翁
な
り
』
と
の

た
ま
ふ
に
、
夢
の
う
ち
に
も
、
い
み
じ
う
畏
ま
り
申
す
と
お
ぼ
す
に
、
お
ど
ろ
き
た

ま
ひ
て
、
ま
た
更
に
も
言
は
ず
。
さ
て
、
伊
予
へ
渡
り
た
ま
ふ
に
、
多
く
の
日
荒
れ

つ
る
日
と
も
な
く
、
う
ら
う
ら
と
な
り
て
、
そ
な
た
ざ
ま
に
追
風
吹
き
て
、
飛
ぶ
が

ご
と
く
ま
う
で
着
き
た
ま
ひ
ぬ
。
湯
度
々
浴
み
、
い
み
じ
う
潔
斎
し
て
清
ま
は
り
て
、

日
の
装
束
し
て
、
や
が
て
神
の
御
前
に
て
書
き
た
ま
ふ
。
神
官
ど
も
召
し
出
だ
し
て
、

打
た
せ
な
ど
、
よ
く
法
の
ご
と
く
し
て
帰
た
ま
ふ
に
、
露
恐
る
る
事
な
く
て
、
末
末

の
船
に
至
る
ま
で
、
平
ら
か
に
上
り
た
ま
ひ
に
き
。
～
中
略
～
ま
た
、
お
ほ
よ
そ
、

こ
れ
に
ぞ
、
い
と
ど
日
本
第
一
の
御
手
の
覚
え
は
取
り
た
ま
へ
り
し
。
六
波
羅
蜜
寺

の
額
も
、
こ
の
大
弐
の
か
き
た
ま
へ
る
な
り
。
さ
れ
ば
、
か
の
三
嶋
の
社
の
額
と
、

こ
の
寺
の
と
は
同
じ
御
手
に
侍
り
。

〈
実
頼
伝
〉 

佐
理
は
、
大
宰
大
弐
の
任
期
終
了
後
、
舟
で
京
に
戻
る
際
に
暴
風
雨
に
遭
い
窮
し
て
い

た
が
、
三
島
明
神
の
託
宣
に
よ
り
、
額
を
書
い
た
と
こ
ろ
す
ぐ
に
天
候
回
復
、
無
事
に
上

京
で
き
、
日
本
一
の
能
書
家
と
評
判
に
な
っ
た
。
六
波
羅
蜜
寺
の
額
も
佐
理
筆
で
あ
る
と

し
、『
大
鏡
』
で
は
佐
理
の
能
筆
ぶ
り
を
強
調
し
て
い
る
。

佐
理
筆
の
「
伊
予
三
島
明
神
の
額
」
は
『
古
今
著
聞
集
』
〈
巻
第
七
〉
、
『
十
訓
抄
』
〈
第

十
〉
に
、「
六
波
羅
蜜
寺
の
額
」
に
つ
い
て
は
『
六
波
羅
蜜
寺
縁
起
』
に
記
さ
れ
て
い
る
の

で
あ
る
が
、
そ
れ
以
外
に
も
佐
理
は
実
際
に
、

造
営
行
事
権
左
中
弁
菅
原
輔
正
朝
臣
奏
覧
内
裏
殿
舎
門
等
額
。
左
中
弁
佐
理
書
之
。

天
皇
感
其
筆
跡
。
給
勅
禄
。
其
後
令
懸
舎
。〈『
日
本
紀
略
』
貞
元
二
年
七
月
八
日
条
〉 

と
、
内
裏
殿
舎
・
門
等
の
額
を
書
い
て
お
り
、
佐
理
の
筆
跡
に
感
動
し
た
円
融
天
皇
は
禄

を
与
え
、
佐
理
筆
の
額
を
殿
舎
に
懸
け
て
お
く
よ
う
命
じ
て
い
る
。
ま
た
、

貞
元
二
八
二
正
四
下
（
書
殿
門
額
賞
）

〈『
公
卿
補
任
』
貞
元
三
年
条
〉 

八
月
九
従
三
位
（
書
殿
門
額
賞
）

〈『
公
卿
補
任
』
永
観
二
年
条
〉 

と
、
内
裏
の
額
揮
毫
に
よ
り
昇
進
し
て
い
る
記
録
も
残
っ
て
い
る
。

こ
れ
に
対
し
て
、
拙
稿
［
注
３
］

で
検
討
し
た
藤
原
行
成
も
数
多
く
の
額
を
書
い
て
い
る
。 

十
一
日
、
甲
寅
、
旦
参
内
、
仰
云
、
可
書
清
涼
殿

即
先
書
東
廂
色
紙
形
、

〈『
権
記
』
長
保
二
年
十
月
条
〉 

と
、
清
涼
殿
東
廂
の
色
紙
形
を
書
き
、『
公
卿
補
任
』
に
よ
る
と
同
日
、
書
額
の
賞
に
よ

り
、
正
四
位
下
を
授
け
ら
れ
て
い
る
。
又
、
同
じ
『
権
記
』
に

三
日
、
辛
卯
、
今
日
初
書
額
、
先
紫
宸
殿
、
次
承
門
、

〈
長
保
五
年
七
月
条
〉 

□
〔
三
〕

日
、
己
未
、
此
夕
自
行
事
所
史
生
忠
茂
来
示
、
額
明
日
可
覧
、

□

〔
可 

 

籠
ヵ
〕

候
宿
者
、

仍
令
獻
紫
宸
殿
・
承
明
門
・
仙
華
門
等
額
、

〈
長
保
五
年
十
月
条
〉 

と
あ
り
、
内
裏
の
額
も
行
成
筆
で
あ
っ
た
こ
と
が
伺
え
る
。
し
か
し
、『
大
鏡
』
で
は
、
能

書
家
で
あ
る
藤
原
行
成
の
姿
は
「
世
の
手
書
き
と
の
の
し
り
た
ま
ふ
は
」〈
伊
尹
伝
〉
と
あ

る
の
み
で
、
逸
話
に
は
全
く
触
れ
て
い
な
い
。

続
い
て
、『
大
鏡
』
に
は
佐
理
の
逸
話
が
も
う
一
つ
挙
げ
ら
れ
て
い
る
。

②
御
心
ば
へ
ぞ
、
懈
怠
者
、
少
し
は
如
泥
人
と
も
き
こ
え
つ
べ
く
お
は
せ
し
。
故
中
関
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白
殿
、
東
三
條
造
ら
せ
た
ま
ひ
て
、
御
障
子
に
歌
絵
ど
も
書
か
せ
た
ま
ひ
し
色
紙
形

を
、
こ
の
大
弐
に
書
か
せ
申
し
た
ま
ひ
け
る
を
、
い
た
く
人
騒
が
し
か
ら
ぬ
ほ
ど
に
、

参
り
て
書
か
れ
な
ば
善
か
り
ぬ
べ
か
り
け
る
を
、
関
白
殿
渡
ら
せ
た
ま
ひ
、
上
達
部
・

殿
上
人
な
ど
、
さ
る
べ
き
人
々
参
り
集
ひ
て
後
に
、
日
高
く
待
た
れ
奉
り
て
参
り
た

ま
ひ
け
れ
ば
、
少
し
骨
な
く
お
ぼ
し
め
さ
る
れ
ど
、
さ
り
と
て
あ
る
べ
き
事
な
ら
ね

ば
、
書
き
て
ま
か
で
た
ま
ふ
に
、
女
の
装
束
被
け
さ
せ
た
ま
ふ
を
、
さ
ら
で
も
あ
り

ぬ
べ
く
お
ぼ
さ
る
れ
ど
、
棄
つ
べ
き
事
な
ら
ね
ば
、
そ
こ
ら
の
人
の
な
か
を
分
け
出

で
ら
れ
け
る
な
む
、
猶
懈
怠
の
失
錯
な
り
け
る
。『
の
ど
か
な
る
今
朝
、
疾
く
も
う
ち

参
り
て
書
か
れ
な
ま
し
か
ば
、
斯
か
ら
ま
し
や
は
』
と
ぞ
、
皆
人
も
思
ひ
、
み
づ
か

ら
も
お
ぼ
し
た
り
け
る
。『
む
げ
の
、
そ
の
道
な
べ
て
の
下
﨟
な
ど
に
こ
そ
、
斯
様
な

る
事
は
せ
さ
せ
た
ま
は
め
』
と
、
殿
を
も
誹
り
申
す
人
々
あ
り
け
り
。

〈
実
頼
伝
〉 

佐
理
は
、
も
の
ぐ
さ
で
、
少
し
だ
ら
し
の
な
い
人
物
で
あ
り
、
道
隆
の
東
三
条
院
の
障

子
の
色
紙
形
執
筆
に
際
し
遅
刻
し
て
し
ま
い
失
態
を
演
じ
た
と
い
う
こ
の
話
に
は
、
前
話

の
三
島
明
神
託
宣
に
よ
り
名
高
い
能
書
家
と
な
っ
た
佐
理
の
姿
は
全
く
な
い
。
こ
れ
に
対

し
て
、
橘
健
二
氏
［
注
４
］

は
「
佐
理
の
性
格
と
そ
の
失
態
を
描
き
出
し
、
そ
の
人
間
ら
し
さ

と
と
も
に
、
政
治
的
人
間
と
し
て
の
欠
陥
を
も
鋭
く
つ
く
。」
と
指
摘
さ
れ
て
い
る
。

中
関
白
殿
（
道
隆
）
東
三
条
院
で
の
色
紙
形
逸
話
に
つ
い
て
は
、
既
に
御
高
論
［
注
５
］

が

あ
る
た
め
こ
こ
で
は
割
愛
さ
せ
て
頂
く
が
、
清
少
納
言
は
『
枕
草
子
』（
三
巻
本
）
の
中
で
、

藤
原
済
時
主
催
の
小
白
河
法
華
八
講
で
の
佐
理
の
様
子
を
、「
佐
理
の
宰
相
な
ど
も
、
み
な

若
や
ぎ
だ
ち
て
、
す
べ
て
た
ふ
と
き
事
の
限
り
も
あ
ら
ず
、
を
か
し
き
見
物
な
り
。」
と
描

い
て
い
る
。
解
釈
の
仕
様
に
も
よ
る
が
、
説
法
の
場
で
あ
り
な
が
ら
、
当
時
四
十
三
歳
で

あ
っ
た
佐
理
が
「
若
や
ぎ
だ
ち
て
」
い
る
様
子
は
、
節
度
が
な
く
無
頓
着
な
姿
と
も
言
え

る
。と

こ
ろ
で
、
佐
理
の
書
で
現
存
し
て
い
る
主
な
も
の
に
、「
恩
命
帖
」「
國
申
文
帖
」「
去

夏
帖
」
「
離
洛
帖
」
「
頭
辨
帖
」
等
が
あ
る
が
、
そ
れ
ぞ
れ
、
儀
式
で
の
不
備
弁
明
、
申
文

の
遅
延
、
修
繕
費
用
の
依
頼
、
下
向
の
際
の
非
礼
と
そ
の
対
応
依
頼
、
奏
上
停
滞
へ
の
陳

情
と
い
う
書
状
で
あ
る
。
こ
れ
を
見
る
限
り
、
失
態
・
後
悔
・
嘆
願
と
い
っ
た
も
の
ば
か

り
で
、
実
際
に
佐
理
と
い
う
人
物
は
、
政
治
的
能
力
に
つ
い
て
は
後
塵
を
拝
し
て
い
る
様

子
が
窺
え
る
。

と
は
い
え
、『
大
鏡
』
に
お
け
る
佐
理
の
「
御
心
ば
へ
ぞ
、
懈
怠
者
、
少
し
は
如
泥
人
」

と
い
う
評
価
は
、
少
々
手
厳
し
い
感
が
す
る
の
だ
が
、
実
際
は
ど
う
な
の
だ
ろ
う
か
。
以

下
、
古
記
録
に
お
い
て
佐
理
が
内
裏
参
入
し
た
事
例
と
主
な
官
職
の
推
移
を
挙
げ
る
。

天
禄
三

天
延
二

天
元
五

永
観
二

寛
和
元

永
延
元

永
祚
元

年
次

九
七
二

九
七
四

九
八
二

九
八
四

九
八
五

九
八
七

九
八
九

西
暦

二
九

三
一

三
九

四
一

四
二

四
四

四
六

年
齢

十
一
月
二
十
五
日

藤
原
兼
通
内
大
臣
上
申

藤
原
頼
忠
指
示
で
対
応

十
一
月
二
十
七
日

頼
忠
よ
り
「
昌
泰
三
年

内
大
臣
召
し
の
宣
命
案
文
」
進
言
指
示

二
月
十
三
日

石
清
水
行
幸
会
議

〔
以
上
、
出
典
『
親
信
卿
記
』〕 

正
月
三
日

女
御
詮
子
の
拝
酒

〔
以
降
、
出
典
『
小
右
記
』〕 

正
月
十
八
日

天
皇
招
集
・
左
右
大
臣
不
参

五
月
七
日

中
宮
遵
子
内
裏
参
入 

六
月
十
三
日

中
宮
遵
子
御
読
経
始 

六
月
十
六
日

中
宮
遵
子
御
読
結
願 

十
月
五
日

円
融
上
皇
行
幸
・
馬
で
供
奉

二
月
十
三
日

円
融
上
皇
紫
野
御
遊 

佐
理
、
蹴
鞠
を
す
る
。

二
月
二
十
一
日

円
融
上
皇
御
遊

五
月
十
九
日

円
融
上
皇
仁
和
寺
競
馬

六
月
二
十
九
日

円
融
上
皇
堀
川
院
還
御

十
一
月
二
十
一
日

花
山
天
皇
八
省
院
行
幸

（
参
加
は
佐
理
と
藤
原
義
懐
の
二
名
の
み
） 

二
月
七
日

中
宮
遵
子
伺
候
・
頼
忠
参
入

四
月
二
十
三
日

賀
茂
祭
祭
使
出
立
の
儀

五
月
二
十
九
日

春
日
行
幸
行
事
位
記
捺
印

八
月
十
一
日

藤
原
頼
忠
四
十
九
日
法
事

九
月
三
日

円
融
上
皇
御
読
経
結
願

十
一
月
十
五
日

豊
明
節
会

十
一
月
二
十
一
日

為
尊
親
王
元
服

十
二
月
十
日

内
裏
参
入

十
二
月
十
五
日

兼
家
第
仏
名
会

十
二
月
二
十
七
日

一
条
天
皇
元
服
山
陵

奉
告
使
・
後
山
階
へ
出
立

佐
理
の
内
裏
参
入
・
随
身
記
録

従
四
位
下

左
中
弁

内
蔵
頭

従
四
位
下

左
中
弁

正
四
位
下

参
議

勘
解
由長

官

伊
予
権
守

従
三
位

(

頼
忠
没) 

勘
解
由

長
官
辞
任

主
な
官
職
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『
大
鏡
』
で
「
懈
怠
者
」「
如
泥
人
」
と
明
記
さ
れ
て
い
る
佐
理
で
は
あ
っ
た
が
、
こ
の

よ
う
に
古
記
録
上
で
の
出
仕
状
況
を
見
て
み
る
と
、
勤
務
実
直
と
い
う
新
た
な
姿
が
浮
上

し
て
く
る
。

『
親
信
卿
記
』
に
よ
る
と
、
天
禄
三
（
九
七
二
）
年
十
一
月
二
十
五
日
で
は
、
藤
原
兼

通
と
兼
家
の
兄
弟
昇
進
騒
動
に
つ
い
て
、
佐
理
が
頼
忠
の
使
者
と
し
て
間
に
入
り
対
応
に

苦
慮
し
て
い
る
様
子
が
分
か
る
。
続
い
て
、
そ
の
二
日
後
の
十
一
月
二
十
七
日
に
は
、
頼

忠
か
ら
、
兼
通
の
内
大
臣
昇
進
に
つ
い
て
「
昌
泰
三
年
の
内
大
臣
召
の
宣
命
の
案
文
」
を

提
出
す
る
よ
う
に
指
示
さ
れ
て
い
る
。
昌
泰
三
年
は
藤
原
高
藤
が
中
納
言
か
ら
内
大
臣
に

昇
進
し
て
お
り
、
前
例
と
な
る
こ
の
事
例
を
提
示
す
る
た
め
に
頼
忠
が
依
頼
し
た
の
で
あ

ろ
う
が
、
頼
忠
の
佐
理
へ
の
信
頼
感
が
看
取
さ
れ
る
。
そ
れ
以
降
も
、『
小
右
記
』
に
よ
る

と
、
天
元
五
（
九
八
二
）
年
正
月
十
八
日
で
は
、
天
皇
の
御
召
し
に
左
右
大
臣
が
不
参
の

中
、
佐
理
は
出
仕
し
て
お
り
、
寛
和
元
（
九
八
五
）
年
十
一
月
二
十
一
日
で
は
、
花
山
天

皇
行
幸
の
際
に
参
内
し
た
の
は
藤
原
義
懐
と
佐
理
の
参
議
二
人
の
み
だ
っ
た
と
の
記
録
も

残
っ
て
い
る
。
ま
た
、
中
島
壌
治
氏
［
注
６
］

は
、『
本
朝
世
紀
』〈
寛
和
二
年
〉
を
見
る
と
佐

理
の
精
勤
ぶ
り
が
わ
か
る
と
指
摘
さ
れ
て
い
る
。

か
く
い
う
佐
理
も
、『
小
右
記
』
に
よ
る
と
、

今
日
中
宮
御
読
経
始
、（
中
略
）
大
夫
参
入
、
他
公
卿
称
障
不
集
、
藤
宰
相
事
了
参
入

〈
天
元
五
年
六
月
十
三
日
条
〉 

と
、「
中
宮
（
遵
子
）
の
御
読
経
始
に
際
し
て
、
中
宮
大
夫
（
藤
原
済
時
）
以
外
の
公
卿
は

障
り
を
称
し
て
来
な
か
っ
た
中
、
佐
理
は
行
事
が
終
わ
っ
て
参
入
し
た
」
と
い
う
記
録
や
、

令
奏
云
、
依
小
忌
人
先
可
参
上
、
勘
解
由
長
官
不
参
、〈

寛
和
元
年
十
一
月
二
十
四
日
条
〉 

と
、「
節
会
に
佐
理
が
参
上
し
て
い
な
い
と
の
奏
上
が
あ
っ
た
」
な
ど
、
遅
刻
や
欠
席
を
し

て
い
る
記
述
も
あ
る
。
た
だ
、
『
小
右
記
』
〈
天
元
五
年
六
月
十
三
日
条
〉
を
見
て
も
分
か

る
よ
う
に
当
時
、
会
議
に
欠
席
す
る
公
卿
は
数
多
く
、『
親
信
卿
記
』
で
は
、

右
大
臣
於
左
仗
令
奏
云
、
去
月
廿
日
大
原
野
祭
、
弁
・
史
・
外
記
・
氏
諸
大
夫
已
以

不
参
、
雖
無
仰
事
、
氏
上
卿
必
所
知
也
、
仍
令
進
散
状
、〈
天
禄
三
年
十
二
月
九
日
条
〉 

と
、
大
原
野
祭
で
の
欠
席
者
が
多
か
っ
た
こ
と
に
対
し
て
、
欠
席
理
由
を
確
認
し
て
上
申

す
る
よ
う
に
と
の
記
載
も
あ
る
。

以
上
を
踏
ま
え
て
、
古
記
録
上
で
の
佐
理
の
勤
務
状
況
を
見
る
に
つ
け
て
も
、『
大
鏡
』

で
佐
理
が
殊
更
に
「
懈
怠
者
」「
如
泥
人
」
と
明
記
さ
れ
て
い
る
点
に
つ
い
て
、
や
や
違
和

感
を
覚
え
る
。
確
か
に
、
他
の
逸
話
を
見
る
と
佐
理
の
自
由
人
な
様
子
は
否
め
な
い
が
、

時
代
が
九
条
流
に
な
っ
て
も
腐
心
な
く
実
直
に
出
仕
し
て
い
る
一
面
も
あ
る
。
こ
の
点
に

つ
い
て
、『
大
鏡
』
で
は
一
切
触
れ
る
こ
と
は
な
い
。

『
大
鏡
』
に
お
け
る
佐
理
の
逸
話
に
つ
い
て
、
勝
倉
壽
一
氏[

注
７]

は
、

前
半
…
大
山
祇
神
（
三
島
明
神
）
と
佐
理
。
芸
術
的
才
能
を
発
揮
し
た
名
人
芸
説
話
。

後
半
…
宮
廷
社
会
と
佐
理
。
政
治
的
無
能
力
を
露
呈
し
た
失
敗
談
。

に
、
画
然
と
分
け
ら
れ
、
両
者
は
量
的
に
も
近
似
し
、
か
つ
明
確
な
対
照
性
を
な
し

て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
で
は
な
ぜ
、『
大
鏡
』
の
作
者
は
佐
理
像
の
矛
盾
、
作
品
の

分
裂
・
破
綻
と
も
評
す
べ
き
説
話
構
成
を
行
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。

と
、
指
摘
さ
れ
て
い
る
。（
こ
の
御
指
摘
に
つ
い
て
は
、
次
項
で
触
れ
る
。） 

三

三
蹟
と
仰
が
れ
た
二
人
～
『
大
鏡
』
に
お
け
る
藤
原
行
成
と
の
比
較
～

小
野
道
風
・
藤
原
佐
理
・
藤
原
行
成
と
言
え
ば
、
平
安
時
代
を
代
表
す
る
能
書
家
で
あ

り
、
三
蹟
と
仰
が
れ
た
。
こ
の
三
人
に
つ
い
て
は
、

「
む
か
し
の
手
書
に
は
道
風
。
佐
理
。
行
成
。
此
三
人
を
能
書
と
宣
り
」〈『
才
葉
抄
』〉 

「
三
賢
ト
ハ
道
風
、
行
成
、
佐
理
ノ
筆
法
是
也
」

〈『
筆
法
才
葉
集
』
〉 

「
佐
理
行
成
は
道
風
が
躰
を
う
つ
し
き
た
る
。
野
跡
。
佐
跡
。
権
跡
。
此
三
賢
を
末
代

の
今
に
い
た
る
ま
で
此
道
の
規
模
と
し
て
こ
の
む
事
」

   

〈『
入
木
抄
』〉 

と
あ
る
。
ま
た
、『
兼
載
雑
談
』
で
は

「
家
の
手
跡
と
い
は
ん
は
。
今
は
世
尊
寺
殿
。
清
水
谷
殿
と
な
り
。
彼
両
人
行
成
卿
の

子
孫
な
り
。
三
跡
の
二
は
た
え
て
。
権
跡
ば
か
り
今
は
の
こ
り
た
る
な
り
」

と
記
さ
れ
て
お
り
、
室
町
時
代
に
は
行
成
の
筆
跡
し
か
伝
わ
っ
て
い
な
い
こ
と
が
窺
え
る
。 

そ
こ
で
、
佐
理
と
行
成
の
子
孫
に
注
目
す
る
と
、
『
大
鏡
』
で
は
、
佐
理
女
に
つ
い
て
、

「
そ
の
大
弐
の
御
む
す
め
、
い
と
こ
の
懐
平
の
右
衛
門
督
の
北
の
方
に
て
お
は
せ
し
経
任

の
君
の
母
よ
、
大
弐
に
劣
ら
ず
、
女
手
書
き
に
て
お
は
す
め
り
」〈
実
頼
伝
〉
と
あ
る
。
事

実
、
佐
理
女
は
書
家
と
し
て
高
名
だ
っ
た
よ
う
で
、『
栄
花
物
語
』
に
も
、

永
祚
二

(
正
暦
元) 

年
次

九
九
〇

西
暦

四
七

年
齢

八
月
二
十
五
日

定
子
供
奉
（
道
隆
指
示
） 

十
月
五
日

定
子
立
后
の
儀

十
月
二
十
五
日

皇
太
后
宮
詮
子
遷
御

十
二
月
二
十
六
日

済
時
娘
の
裳
着
儀
式

佐
理
の
内
裏
参
入
・
随
身
記
録

従
三
位

兵
部
卿

大
宰
大
弐

主
な
官
職
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宮
の
御
贈
物
に
何
わ
ざ
を
し
て
ま
ゐ
ら
せ
ん
と
思
し
け
る
に
、
何
ご
と
も
め
づ
ら
し

げ
な
き
世
の
御
有
様
と
な
り
に
た
め
れ
ば
、
な
か
な
か
な
り
と
て
、
村
上
の
御
時
の

日
記
を
、
大
き
な
る
冊
子
四
つ
に
絵
に
か
か
せ
た
ま
ひ
て
、
こ
と
ば
は
佐
理
の
兵
部

卿
の
女
の
君
と
、
延
幹
君
と
に
書
か
せ
た
ま
ひ
て
、
う
る
は
し
き
筥
一
双
に
入
れ
さ

せ
た
ま
ひ
て
、
さ
べ
き
御
手
本
な
ど
具
し
て
奉
り
た
ま
ひ
け
れ
ば
、
宮
は
よ
ろ
づ
の

物
に
勝
り
て
う
れ
し
く
思
し
め
さ
れ
け
り
。

〈
巻
第
十
一
「
つ
ぼ
み
花
」〉 

と
、
中
宮
姸
子
に
佐
理
女
と
延
幹
が
書
い
た
村
上
天
皇
の
日
記
を
贈
っ
た
こ
と
が
記
さ
れ

て
い
る
。

ま
た
、
同
『
栄
花
物
語
』
に
長
元
六
（
一
〇
三
三
）
年
倫
子
七
十
歳
の
賀
で
の
屏
風
歌

を
佐
理
女
が
書
い
た
と
い
う
話
も
あ
る
。

ま
こ
と
や
、
御
賀
の
歌
は
、
輔
親
、
赤
染
、
出
羽
、
経
任
の
頭
弁
の
母
に
て
も
の
し

た
ま
ふ
佐
理
の
大
弐
の
女
ぞ
書
き
た
ま
ひ
け
る
。

〈
巻
第
三
十
二
「
謌
合
」〉 

対
し
て
行
成
女
も
、『
更
級
日
記
』
で

ま
た
聞
け
ば
、
侍
従
の
大
納
言
の
御
む
す
め
亡
く
な
り
た
ま
ひ
ぬ
な
り
。
殿
の
中
将

の
お
ぼ
し
嘆
く
な
る
さ
ま
、
わ
が
も
の
の
悲
し
き
を
り
な
れ
ば
、
い
み
じ
く
あ
は
れ

な
り
と
聞
く
。
上
り
着
き
た
り
し
時
、
「
こ
れ
手
本
に
せ
よ
」
と
て
、
こ
の
姫
君
の

御
手
を
と
ら
せ
た
り
し
を
、「
さ
よ
ふ
け
て
ね
ざ
め
ざ
り
せ
ば
」
な
ど
書
き
て
、「
鳥

辺
山
た
に
に
煙
の
も
え
立
た
ば
は
か
な
く
見
え
し
わ
れ
と
知
ら
な
む
」
と
、
い
ひ
知

ら
ず
を
か
し
げ
に
、
め
で
た
く
書
き
た
ま
へ
る
を
見
て
、
い
と
ど
涙
を
添
へ
ま
さ
る
。 

と
あ
り
、
孝
標
女
が
行
成
女
の
書
を
手
本
に
し
た
と
い
う
逸
話
が
残
さ
れ
て
い
る
。

行
成
一
族
は
、
行
成
亡
き
後
、
息
子
の
行
経
以
降
、
伊
房
、
定
実
、
定
信
…
と
代
々
書

家
と
し
て
活
躍
し
、
後
世
、
行
成
を
祖
と
す
る
世
尊
寺
流
と
い
う
書
の
家
と
し
て
盤
石
な

地
位
を
確
立
す
る
こ
と
に
な
る
。『
大
鏡
』
で
の
語
り
は
万
寿
二
（
一
○
二
五
）
年
現
在
と

さ
れ
て
お
り
、
行
成
の
子
孫
に
つ
い
て
記
さ
れ
る
こ
と
が
な
い
の
は
当
然
で
あ
る
が
、『
大

鏡
』
の
成
立
時
代
は
下
る
た
め
、
作
者
は
『
大
鏡
』
執
筆
時
、
行
成
の
子
孫
の
能
筆
ぶ
り

を
身
近
で
見
知
っ
て
い
た
で
あ
ろ
う
。
に
も
関
わ
ら
ず
、『
大
鏡
』
で
は
そ
の
よ
う
な
行
成

の
逸
話
に
つ
い
て
触
れ
る
こ
と
は
な
い
。

三
蹟
と
称
さ
れ
た
行
成
と
佐
理
で
あ
っ
た
が
、『
大
鏡
』
で
は
、
行
成
を
処
世
上
の
才
覚

が
備
わ
っ
て
い
る
が
、
風
流
事
は
疎
い
人
物
と
し
て
い
る
。
逆
に
佐
理
は
、
能
筆
の
才
能

を
重
視
し
、
処
世
上
の
才
覚
は
劣
っ
て
い
る
様
子
が
描
か
れ
て
お
り
、『
大
鏡
』
に
お
け
る

行
成
と
佐
理
は
、
両
極
端
な
立
場
を
取
っ
て
い
る
。
確
か
に
、
行
成
に
つ
い
て
は
、
自
身

の
日
記
『
権
記
』
に
昼
夜
を
問
わ
ず
献
身
的
に
道
長
に
伺
候
し
て
い
る
姿
が
多
々
見
受
け

ら
れ
、
藤
原
道
長
の
栄
華
を
語
る
『
大
鏡
』
と
し
て
は
、
行
成
の
処
世
上
の
才
覚
を
重
視

す
る
描
写
は
致
し
方
な
い
の
か
も
し
れ
な
い
。
た
だ
、
額
や
色
紙
、
書
物
に
至
る
ま
で
、

膨
大
な
書
を
依
頼
さ
れ
執
筆
し
て
き
た
行
成
の
能
書
ぶ
り
に
つ
い
て
、
一
切
そ
の
逸
話
に

は
触
れ
て
い
な
い
の
は
、「
処
世
上
の
才
覚
」
に
秀
で
て
い
る
人
物
な
の
か
、「
学
芸(

学
才
・

和
歌
・
漢
詩
・
音
楽
・
絵
書)

」
に
秀
で
て
い
る
人
物
な
の
か
を
徹
底
し
て
描
き
分
け
る
と

い
う
『
大
鏡
』
作
者
の
表
現
手
法
に
よ
る
も
の
と
言
え
よ
う
。

『
大
鏡
』
で
は
、
道
長
に
至
る
藤
原
北
家
嫡
流
の
人
物
に
対
し
て
共
通
し
て
「
た
ま
し

ひ
」
あ
る
描
写
を
し
て
お
り
、
逆
に
、
各
学
芸
に
精
通
し
て
い
る
人
物
は
、
傍
流
に
属
す

る
一
族
が
該
当
し
て
い
る
。『
大
鏡
』
に
お
い
て
、
神
の
導
き
に
よ
り
額
を
揮
毫
し
徳
を
得

た
逸
話
の
直
後
に
、
「
懈
怠
者
」
「
如
泥
人
」
と
評
さ
れ
た
佐
理
に
つ
い
て
、
や
や
手
厳
し

い
感
が
す
る
の
は
、
当
時
、
自
由
で
無
頓
着
な
逸
話
が
流
布
し
て
い
た
こ
と
に
加
え
、
処

世
上
の
才
覚
を
絶
対
的
な
も
の
と
捉
え
、
各
学
芸
は
そ
れ
に
は
及
ば
な
い
も
の
と
し
て
位

置
付
け
て
い
る
『
大
鏡
』
作
者
の
価
値
基
準
に
よ
る
も
の
で
あ
ろ
う
。

従
っ
て
、
前
項
で
勝
倉
氏
が
指
摘
さ
れ
た
「『
大
鏡
』
に
お
け
る
「
佐
理
像
の
矛
盾
、
作

品
の
分
裂
・
破
綻
と
も
評
す
べ
き
説
話
構
成
」
に
つ
い
て
、
佐
理
を
能
筆
家
＝
芸
術
的
才

能
の
持
ち
主
と
強
調
し
、
政
治
的
能
力
の
欠
如
を
露
呈
さ
せ
て
い
る
の
は
、
一
見
、
相
反

し
た
逸
話
の
挙
げ
方
で
は
あ
る
が
、
あ
る
意
味
、『
大
鏡
』
作
者
の
セ
オ
リ
ー
通
り
、
つ
ま

り
、
価
値
基
準
に
照
合
し
、
描
き
分
け
た
が
故
の
表
現
構
成
と
な
っ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ

う
か
。

そ
し
て
、
こ
れ
は
、『
大
鏡
』
作
者
が
、
道
長
に
至
る
藤
原
北
家
嫡
流
の
人
物
だ
け
で
は

な
く
傍
流
の
人
物
に
つ
い
て
も
、
政
治
的
能
力
（
処
世
上
の
才
覚
）
と
芸
術
的
才
能(

学
芸)

の
截
然
た
る
描
出
を
し
て
い
る
こ
と
の
証
左
と
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
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大分工業高等専門学校紀要 第 60号 (令和 5年 11月) 

［
注
］

１
．
拙
稿
「『
大
鏡
』
の
学
芸
人
―
そ
の
描
写
方
法
―
〔
三
―
①
〕
藤
原
行
成
」

（『
大
分
工
業
高
等
専
門
学
校
紀
要
』
第
五
十
九
号

二
○
二
二
年
十
一
月
）

２
．
春
名
好
重

『
藤
原
佐
理
』（
吉
川
弘
文
館

一
九
六
一
年
二
月
五
日
）

３
．［
注
１
］
に
同
じ
。

４
．
橘
健
二

『
大
鏡
』 

(

小
学
館
日
本
古
典
文
学
全
集)

 

補
注
。

５
．
春
名
好
重

［
注
２
］
に
同
じ
。

中
島
壌
治

『
藤
原
佐
理
研
究
』（
桜
楓
社

一
九
九
一
年
七
月
十
四
日
）

勝
倉
壽
一

『
大
鏡
の
史
的
空
間
』「
第
三
章

第
一
節

実
頼
伝
―
藤
原
佐
理
説
話
に

つ
い
て
―
」(
風
間
書
房

二
○
○
五
年
九
月
三
○
日)

 

６
．
中
島
壌
治

［
注
５
］
に
同
じ
。

７
．
勝
倉
壽
一

［
注
５
］
に
同
じ
。

※
原
文
引
用
の
テ
キ
ス
ト
は
以
下
の
通
り
。

・『
大
鏡
』
…
「
日
本
古
典
集
成
」
（
新
潮
社
）

・『
枕
草
子
』『
栄
花
物
語
』『
更
級
日
記
』
…
「
新
編
日
本
古
典
文
学
全
集
」（
小
学
館
）

・『
公
卿
補
任
』『
日
本
紀
略
』
…
「
新
訂
増
補 

国
史
大
系
」（
吉
川
弘
文
館
）

・『
権
記
』
…
「
史
料
纂
集
」（
続
群
書
類
従
完
成
会
） 

・『
親
信
卿
記
』〔
『
平
記
』
〕『
小
右
記
』
…
「
大
日
本
古
記
録
」（
岩
波
書
店
）

・『
才
葉
抄
』『
入
木
抄
』『
兼
載
雑
談
』
…
「
群
書
類
従
」（
続
群
書
類
従
完
成
会
）

・『
筆
法
才
葉
集
』
…
「
日
本
書
画
苑 

第
１
」（
国
書
刊
行
会
）

※
「
東
京
大
学
史
料
編
纂
所
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
」
及
び

「
国
際
日
本
文
化
研
究
セ
ン
タ
ー
摂
関
期
古
記
録
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
」
を
参
照
。
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（
二
〇
二
三
年
十
月
三
日
受
付
）




